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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　壁部材によって少なくとも１つの中空部が包囲されている、特に吸入調合物を包装する
ためのカプセルであり、少なくとも壁部の一部が少なくとも１つの吸着剤を含んでいるポ
リマー化合物を有し、カプセル壁部の壁厚は少なくともその一部分において約０．０５な
いし２ｍｍ、特に約０．１ないし１．１ｍｍ、特に好適には０．１ないし０．５ｍｍであ
り、カプセル壁部の壁厚に対する吸着剤の粒子大の比が０．０１ないし０．２、特に０．
０２ないし０．１であることを特徴とするカプセル。
【請求項２】
　カプセルが抜き差し接手式に互いに差込み可能なシリンダ形状の少なくとも２つの部分
要素からなり、使用可能状態の粉末吸入装置の内部構成部品とされることを特徴とする請
求項１記載のカプセル。
【請求項３】
　壁部材の少なくとも一部が実質的あるいは完全に少なくとも１つの吸着剤を有するポリ
マー化合物からなることを特徴とする請求項１または２記載のカプセル。
【請求項４】
　ポリマー化合物が少なくとも１つの熱可塑性材料を含んでいることを特徴とする請求項
１ないし３のいずれかに記載のカプセル。
【請求項５】
　熱可塑性材料が少なくとも１つのポリオレフィン、特に好適にはポリエチレンまたはポ
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リプロピレンを含むことを特徴とする請求項１ないし４のいずれかに記載のカプセル。
【請求項６】
　吸着剤は粒子状で存在し、５０μｍ未満、特に４０μｍ未満、特に好適には２０μｍ未
満の最大粒子大を有することを特徴とする請求項１ないし５のいずれかに記載のカプセル
。
【請求項７】
　熱可塑性材料が、ポリスチレン、特にポリエチレンおよびポリプロピレン等のポリオレ
フィン；ポリアクリレート、ポリメタクリレート；ポリイミド、ポリカーボネート、ポリ
エーテルスルホン、ポリアミド、ポリエステル；およびポリ塩化ビニル；スチレン・ブタ
ジエンゴム（ＳＢＲ）；スチレン・エチレン・ブタジエン・スチレン・コポリマー（ＳＥ
ＢＳ）；ブチルゴム；エチレン・プロピレンゴム（ＥＰＲ）；エチレン・プロピレン・ジ
エン・モノマーゴム（ＥＰＤＭ）；エチレン酢酸ビニル共重合体（ＥＶＡ）；エチレン・
アクリレートあるいはブタジエン・アクリロニトリル；無水マレイン酸改質されたポリマ
ーおよびコポリマー；ならびにグラフトコポリマーからなる一群の中から選択することを
特徴とする請求項１ないし６のいずれかに記載のカプセル。
【請求項８】
　吸着剤は、シリカゲル、ゼオライト、乾燥性または吸湿あるいは吸水性の粘土、ゼオラ
イトあるいはベントナイト等のアルミノケイ酸塩、分子篩、活性炭、アルカリ土酸化物、
硫酸カルシウム、およびそれらの混合物からなる一群の中から選択することを特徴とする
請求項１ないし７のいずれかに記載のカプセル。
【請求項９】
　吸着剤が少なくとも１つの脱水剤を含んでいて、それをシリカゲル、ベントナイト等の
アルミノケイ酸塩、分子篩および／または硫酸カルシウムから選択することを特徴とする
請求項１ないし８のいずれかに記載のカプセル。
【請求項１０】
　ポリマー化合物あるいは熱可塑性材料は、単一のモノマーから形成されたポリマー、２
つあるいはより多くのモノマーからなるコポリマー、それぞれ単一のモノマーから形成さ
れた２つあるいはより多くのポリマーからなる混合物、２つあるいはより多くのコポリマ
ーからなる混合物、ならびに単一のモノマーから形成された少なくとも１つのポリマーと
少なくとも１つのコポリマーからなる混合物、とからなる一群の中から選択することを特
徴とする請求項１ないし９のいずれかに記載のカプセル。
【請求項１１】
　ポリマー化合物あるいは熱可塑性材料が、単一のモノマーから形成された少なくとも１
つのポリマーと少なくとも１つのコポリマーとからなる混合物であり、その際特に熱可塑
性材料の少なくとも１つのコポリマーがポリマーとの間で共通のモノマー単位を有し、ま
た特に少なくとも１つの共通のモノマー単位を有する２つのコポリマーの混合物であるこ
とを特徴とする請求項１ないし１０のいずれかに記載のカプセル。
【請求項１２】
　少なくとも１つの吸着剤を含んだポリマー化合物からなるカプセル壁部が：少なくとも
１つのカプセル壁部の表面上の移行帯と内部領域とを有し、ここで前記移行帯内における
前記少なくとも１つの吸着剤の最大濃度が前記内部領域内における前記少なくとも１つの
吸着剤の最大濃度の少なくとも２倍となることを特徴とする請求項１ないし１１のいずれ
かに記載のカプセル。
【請求項１３】
　少なくとも１つの吸着剤を含んだポリマー化合物からなるカプセル壁部が、均等に分散
しモノリシック構造を成すことを特徴とする請求項１ないし１２のいずれかに記載のカプ
セル。
【請求項１４】
　カプセル壁部が２つまたはそれより多くの層、特に２つまたは３つの層から形成される
ことを特徴とする請求項１ないし１３のいずれかに記載のカプセル。
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【請求項１５】
　カプセル壁部は１つの内側層とその上に配置された少なくとも１つの外側層を有してな
り、前記内側層は中空部に直接接する壁部を形成し、両方の層のうちの一方が吸着剤を有
するポリマー化合物からなり、他方の層が薬学的に中立の材料からなるものとすることを
特徴とする請求項１４記載のカプセル。
【請求項１６】
　カプセル壁部が、最も外側の層が湿気に対する第１の防護を形成し、中間の層は吸着剤
を有するポリマーからなり、内側層が薬学的に中立の材料から形成されるサンドイッチ構
造を有することを特徴とする請求項１４記載のカプセル。
【請求項１７】
　ポリマー化合物が柔軟剤、安定剤、着色料あるいは色素を含むことを特徴とする請求項
１ないし１６のいずれかに記載のカプセル。
【請求項１８】
　カプセルが閉じられた状態において丸み付けられた端部を有するシリンダ形状の二分割
式カプセルとなり、これは抜き差し接手式にカプセル蓋部材内に挿入されるカプセル本体
によって形成されることを特徴とする請求項１ないし１７のいずれかに記載のカプセル。
【請求項１９】
　カプセルが、０．１ｍｍないし０．５ｍｍの厚みを有する壁部からなる蓋部材および本
体から形成されることを特徴とする請求項１ないし１８のいずれかに記載のカプセル。
【請求項２０】
　本体と蓋部材の間の継目が溶接によって封着されることを特徴とする請求項１８または
１９記載のカプセル。
【請求項２１】
　請求項１ないし２０のいずれかに記載のカプセルを製造するための、少なくとも１つの
吸着剤を含んだポリマー化合物の適用方法。
【請求項２２】
　少なくとも１個の、請求項１ないし２０のいずれかに記載のカプセルを含んだ吸入装置
。
【請求項２３】
　少なくとも１個の、請求項１ないし２０のいずれかに記載のカプセルを含んだ二次包装
材。
【請求項２４】
　５重量％までの残留湿分を有していて、５０ｍｇまで、特に３０ｍｇまで、さらに好適
には１５ｍｇまで、特に好適には１０ｍｇまでの分量からなる、予め配量された吸入可能
な粉末の乾燥方法であり、前記粉末が請求項１ないし２０のいずれかに記載のカプセル内
に収容されることを特徴とする方法。
【請求項２５】
　カプセルが二次包装材によって被包されることを特徴とする請求項２４記載の方法。
【請求項２６】
　二次包装材が対湿密封性であることを特徴とする請求項２５記載の方法。
【請求項２７】
　二次包装材が少なくとも部分的にアルミニウムフィルムから形成されたブリスタである
ことを特徴とする請求項２５または２６記載の方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　この発明は、特に医薬品の吸入調合物用の一次包装材としてのカプセルに関する。本発
明に係るカプセルは使用可能状態の粉末吸入装置の内部構成要素である。
【背景技術】
【０００２】
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　医学的な肺吸入に関連したエアゾール療法は、多くの肺疾患の治療に際して重要な役割
を果たしている。効果のある物質を含んだ液体の噴霧と並んで、特に粉末状の作用成分調
合物を投与するために粉末吸入装置が使用される。
【０００３】
　粉末吸入装置の分野において、単一容器型および複数容器型が知られている。単一容器
型粉末吸入装置においては大抵、粉末調合物を収容しているシリンダ形状のカプセルによ
って投与が実施される。粉末調合物は超微粉砕された形態の作用成分（約１ないし５μｍ
の粒子大）を含んでいて、また大抵は１つあるいは複数の補助成分を含んでいる。容器と
してカプセルを使用する場合、粉末吸入装置内において吸入作業の前にそれを穿刺、押込
み、あるいは切断によって開放し、それによって粉末が患者の呼吸によってカプセルから
吸い出され、空気推進されるエアゾールが形成され、患者がそれを吸引することが可能と
なる。装置に従って１つあるいは複数のカプセルを同時に装置内に貯蔵するか、あるいは
各カプセルを使用時に個別に装置内に装填することができる。
【０００４】
　粉末吸入装置への使用に適したカプセルは、２つまたはそれより多い部材からなり、ま
た好適には３号のサイズを有している。その種の粉末吸入装置は、例えば欧州特許第１３
４２４８３号明細書に開示されている、商品名ハンディハラー（Ｒ）（ＨａｎｄｉＨａｌ
ｅｒ）吸入装置である。
【０００５】
　吸入用に設けられた粉末調合物をカプセル内に封入する種類ならびに方式が、製品の品
質ならびに吸入治療の特性に対して重要なものとなる。通常、吸入粉末が直接的にカプセ
ル材料と接触し、従って一次包装材の品質要件に留意する必要がある。場合によっては、
一次包装材を二次包装材である第２の外側防護材で被覆することができ、これは使用前に
除去する必要がある。その際二次包装材は通常一次包装材を完全に被覆するものとなる。
二次包装材は特に、一次包装材が例えば湿気あるいはその他の外部作用に対して無期限に
充分な保護を提供しないものである場合に適用される。その種の二次包装材は、例えばア
ルミニウム薄膜製のフィルム容器（ブリスタ等）とすることができる。
【０００６】
　そのような場合通常、閉じられたカプセルを粉末吸入装置内に挿入する前に、まず二次
包装材を除去する。そこでカプセルを粉末吸入装置の適宜な手段によって開封する。
【０００７】
　カプセルのために適した材料の選択は２つの要素によって決定され：第１にその材料は
一定の保護機能を達成し得る必要がある。第２にその材料は、粉末吸入装置内での使用の
ために必要な形状に成形可能であるとともにそのために必要な機能を達成し得るものであ
る必要がある。ハンディハラー（Ｒ）のケースにおいてカプセルは、粉末が患者の吸息に
よって形成されたベルヌーイ効果を通じて吸い出されることが可能となるものでなければ
ならない。
【０００８】
　粉末吸入装置用のカプセルは通常硬質ゼラチン、セルロース派生物、スターチ、スター
チ派生物、キトサン等から形成されるが、ポリエチレン、ポリカーボネート、ポリエステ
ル、ポリプロピレン、またはポリエチレンテレフタレート等の合成樹脂から形成されたカ
プセルも知られている。
【０００９】
　従来使用されている材料には、双方向の通気性を有するという問題点がある。従って、
吸入用粉末を安定的に保存するようカプセルの能力を高める必要性がある。加えて、ゼラ
チンのような材料は湿度に対して敏感で、乾燥し過ぎると破損する危険性がある。他方多
湿の状況においては粘着質になり、それによって効率的な充填および／または吸入装置等
の中でのカプセルの使用に悪影響がもたらされる。特に、粉末を放出するために充分なあ
るいは固定的な開口をカプセルに形成することが困難になる。粉末の一部がカプセル壁部
に付着して残留し、従って吸入後の治療作用に利用されなくなってしまう。全体的に、前
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述した合成樹脂材料を使用した製品を含む、従来から既知の製品の機械的および物理化学
的特性は充分満足し得るものではない。
【発明の説明】
【００１０】
　カプセルの主要な役目の一つは、作用物質ならびに吸入調合物全体を生物学的、化学的
あるいは物理的変化から保護することである。物理的変化には、特に所定の微細粉末投与
量の放出を変化させてしまうような変化が含まれる。微細粉末投与量という概念からは、
患者の肺まで到達することができる分量が理解される。これは、超微粉砕された作用物質
粒子間の相互作用、ならびに補助剤との相互作用によって影響を受ける。さらに、特に包
装材内部の湿度の変化によってこの相互作用が増大し、微粒子分量が大きく低下してしま
う可能性があることが確認されている。この種の変化には包装材内部への水の浸入、なら
びに包装材からの水分の漏出が含まれる。
【００１１】
　従って包装材の主要な課題は、作用物質調合物の物理的あるいは化学的変化を予防する
ため、あるいは吸入調合物を安定的に保存するために、包装材内部の空気の化学的組成を
一定に保持することである。その点に関連して、吸入調合物が実際の使用中の時間、すな
わち追加的な保護包装材（二次包装材）からカプセルを取り出して給入装置内に装填しそ
のカプセルを開放して吸入調合物を吸入するまでの時間に有していなければならない短期
安定性（“使用時安定性”）と、吸入調合物が未開封の保護包装材（二次包装材）によっ
て確実に保護されている間は保証されなければならない長期安定性とを区別する必要があ
る。本発明の目的はさらに、作用物質調合物に対する改善された保護機能を容易に達成し
、良好な機械的および物理化学的特性を有し、従来の技術の問題点を解決することができ
るカプセルを提供することである。
【００１２】
　この問題の解決策の一つは、例えばハンディハラー（Ｒ）内において使用されるカプセ
ルを、少なくとも１つの吸着剤を内包したポリマー化合物を含んだ材料から製造すること
によって達成することができた。
【００１３】
　意外なことに、粉末状の吸入調合物の保存が微細粒子分散に対して良好な影響をもたら
すことが可能であり、さらには放出された投与量のうちの微細粒子成分を増加することも
可能であることが確認された。それによって医薬品調合物の長期安定性と使用時安定性の
両方を延長し得ることが判明した。
【００１４】
　従って本発明は、粉末吸入装置と共に使用可能であって、使用可能状態の粉末吸入装置
の内蔵構成部品とされるカプセルに関する。ここでカプセルを装置内に予め貯蔵するか、
あるいは使用時にカプセルを個別に装置内に挿入することができる。
【００１５】
　カプセルならびにその材料の課題は、その内部と周囲環境との間における特に水蒸気等
のガス状の物質の交換を抑制するかあるいは最小限にすることとすることが好適である。
【００１６】
　別の課題は、ベルヌーイ吸入装置内において使用可能な好適にはサイズ３号のカプセル
に適したカプセル材料を検出することである。
【００１７】
　さらに別の課題は、吸入装置からの放出に適した総容積と機械的な安定性を有するカプ
セルを製造することである。ここで、ゼラチンあるいはポリエチレンの比重が好適なもの
となる。
【発明の詳細な説明】
【００１８】
　本発明は、少なくとも壁部の一部が少なくとも１つの吸着剤を含んでいるポリマー化合
物を有することを特徴とする、壁部材によって少なくとも１つの中空部が包囲されている
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、特に吸入調合物を包装するためのカプセルに関するものである。
【００１９】
　本発明に係る容器の構成は、例えば粉末吸入装置等の意図される適用方式に従って決定
される。本発明に係る容器は、両部材が抜差し接手形式に相互に摺動可能な二分割式のカ
プセルに係り、内部に閉鎖された中空部を有するカプセルが形成される。その中空部内に
吸入調合物が存在している。本発明に係るカプセルは末端が丸み付けされた円筒状の形状
を有することが好適である。吸入装置内でカプセルを開封した後に初めて医薬調合剤を吸
入作業によって放出することができる。カプセルは使用可能状態の吸入装置の内蔵部品と
することが好適である。
【００２０】
　その点に関して、“閉鎖された中空部”という概念は、壁部材によって閉鎖されている
中空部であってそれを開封することなくその中に存在している粉末が漏出することは不可
能であるものと理解される。
【００２１】
　ここで“吸入調合物”という概念は、１００μｍ未満、特に１ないし１５μｍ、特に好
適には１ないし５μｍのサイズ（空気動力学的平均直径）の容易に粉塵化され得る作用物
質粉末粒子からなる医薬用粉末調合物とすることが好適である。この医薬用調合物はさら
に、５００μｍ未満、特に２００μｍ未満、特に好適には１００μｍ未満の平均サイズを
有する例えば乳糖等の容易に流動する粉末形態の担体、ならびに粉塵化を改善するための
別の補助剤を含むことができる。
【００２２】
　“使用可能状態の吸入装置の内蔵構成部品”という概念は、カプセルあるいは要素が吸
入装置内に存在していることを意味するが、吸入の目的で吸入装置に医薬品調合物（吸入
調合物）を注入することを不可能にするあるいは不使用とすることはない。カプセルは稼
動可能な状態（使用可能状態）において、固定的に吸入装置と結合可能であり従って非破
壊あるいは吸入装置を損傷することなく取り出すことが不可能なものとするか、または非
破壊式で緩くあるいは取り外し可能に吸入装置と結合されるものとする。
【００２３】
　使用可能状態とは、本発明に係る容器が吸入装置内に挿入されて存在することを意味す
る。これは既に工場内で実施するか、あるいは患者がカプセルを吸入装置内に挿入するこ
とができる。必要に応じて容器を吸入装置の構成要素によって機械的に開封するか、およ
び／または吸入装置内において放出場所まで搬送する。それら両方のステップの順序は変
更することもできる。
【００２４】
　本発明に係るカプセルによれば、従来の技術によって知られている同様なカプセルの場
合に比べて、吸入調合物が外部からの不要な物質、特に湿気の侵入に対してより良好に保
護される。
【００２５】
　本発明に係るカプセルは、吸着剤－ポリマー化合物を含んでおり、すなわちカプセルの
少なくとも一部がそのような材料から形成される。本発明の好適な実施形態によれば、完
全にあるいは主に吸着剤－ポリマー化合物、すなわち少なくとも１つの吸着剤を含んだポ
リマー化合物から形成される。
【００２６】
　本明細書中においては、カプセル内（すなわち医薬用化合物の近傍）において不要な化
学成分に対して反応するあるいは相互作用を示す能力を有する成分を示すために吸着剤と
いう表現を使用しており、前記不要な化学成分が吸着剤に対して親和性を有していて吸着
剤によって高い確率で遮断され得るものとされる。それぞれ異なった反応メカニズムに基
づくものであるが、“吸着剤”と“吸収剤”という表現を本明細書中では同意義かつ互換
的に使用される。
【００２７】
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　吸着剤としては、湿気を吸着するかあるいはその他の方法で周囲環境から湿気を除去す
る能力を有する任意の材料、またはそれらに限定するものではないが酸素、二酸化炭素、
一酸化炭素、アミン、アルデヒド、エポキシド、およびアルコール等を含む、他の（不要
な）化学成分を周囲環境から吸着するかあるいはその他の方法で除去する能力を有する任
意の材料を好適に使用することができる。
【００２８】
　本明細書中および添付の請求項中において、“吸着剤”という表現は好適な実施形態に
従って“乾燥剤”あるいは“脱水剤”という表現と同じ意味で使用し得るものとされる。
好適な吸着剤の非限定的な例には、特にシリカゲル、乾燥性または吸湿あるいは吸水性の
粘土、ゼオライトあるいはベントナイト等のアルミノケイ酸塩、分子篩、活性炭、アルカ
リ土酸化物、硫酸カルシウム、またはそれらの混合物が含まれる。
【００２９】
　本発明の好適な実施形態によれば、吸着剤が少なくとも１つの脱水剤を含んでいる。好
適な脱水剤の非限定的な例は、シリカゲル、ゼオライトあるいはベントナイト等のアルミ
ノケイ酸塩、分子篩および／または硫酸カルシウムが含まれる。
【００３０】
　本発明に係るカプセルは、充填されたカプセルの適用性を、内部に収容された医薬用化
合物を含めた、その機能、保存性あるいは貯蔵安定性の観点から改善するものである。特
に、湿気あるいはその他の有害な化学成分の医薬用化合物およびカプセル材料への悪影響
、ならびに湿度の上昇によるカプセル壁部の粘着化を防止する。
【００３１】
　加えて意外なことに、ポリマー化合物内における少なくとも１つの吸着剤あるいは脱水
剤の存在によって、カプセル壁部の穿孔、切開、または従来の粉末吸入装置において使用
されているような特に針あるいは切開／開口装置を使用したその他の方式によるカプセル
壁部の開封が好適な方式で可能にされ、その際にカプセルの破壊あるいは断片化が防止さ
れることが判明した。従って吸着剤は、吸着剤を含まないポリマー化合物に比べて、ポリ
マー化合物の機械的な特性にも影響をもたらす。それによって意外なことに、改善された
防護特性を有すると同時に、針あるいはその他の切開／開口装置を使用して粉末状医薬用
化合物を効果的に放出するための充分に大きくかつ安定した開口部をカプセル壁部内に形
成するために必要な強度ならびに貫通性を有するようなカプセルの製造が可能になる。さ
らに意外なことに、本発明に係るカプセルにおいて針あるいはその他の切開／開口装置に
よってカプセル壁部を切開あるいは穿孔することによって開口部を形成した後にカプセル
から粉末が放出される前にその開口部が部分的あるいは完全に再び閉じてしまうという問
題があまり見られないかあるいは完全に防止され得ることが判明した。その真偽によって
本発明が限定されるものではないが、前記の好適な効果はポリマー化合物の機械的および
物理的特性に対する吸着剤の影響に起因するものと推定される。故に、本発明に係るカプ
セルは、例えばカプセルの両部材の分割等のその他の一般的なカプセル開放方式に際して
も、粉末化合物の安定的かつ理想的な保護と改善された医薬用化合物の放出特性とを結び
付けるものとなる。
【００３２】
　ポリマー化合物内に存在する吸着剤は粒子形状の吸着剤であることが好適である。従っ
てこの吸着剤は顆粒および粉末形状で存在することが好適である。しかしながら重合性の
吸着剤も本発明の枠内において使用可能である。
【００３３】
　本発明の特に好適な実施形態によれば、ポリマー化合物は、化合物全体の重量％に対し
て少なくとも５重量％、特に少なくとも１０重量％、特に好適には約１０ないし５０重量
％の吸着剤を含んでいる。一般的に、約０．４ｍｍ超の大きな壁厚の場合に、例えば１０
ないし８０重量％の範囲の幾らか高い吸着剤含有量が採用される。約０．４ｍｍ未満のよ
り小さなカプセル壁厚の場合には、ポリマー化合物が５０重量％未満の吸着剤を含有する
ことが好適である。例えばポリマー化合物内の吸着剤の量を変化させることによって、湿
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気等の有害な化学成分に対するカプセル内に包装された医薬用化合物の保護の期間ならび
に強度を調節することも勿論可能である。また吸着剤の種類によっても吸着容量ならびに
力学特性を調節することができる。さらに、例えばポリマー化合物の性質、追加的な添加
剤、ポリマーの含有量、カプセル壁厚、ならびにカプセル壁部の形成に使用する方法によ
って、防護機能を調節することができる。カプセルの外部および内部の空気の間の交換面
積比も調整することができる。
【００３４】
　本発明の好適な実施形態によれば、使用されるポリマー化合物（ポリマー構造）が少な
くとも１つの熱可塑性材料を含んでいる。ここで使用可能な熱可塑性材料は、例えば単一
のモノマーから形成されたポリマー、２つあるいはより多くのモノマーからなるコポリマ
ー、それぞれ単一のモノマーから形成された２つあるいはより多くのポリマーからなる混
合物、２つあるいはより多くのコポリマーからなる混合物、または１つのモノマーと少な
くとも１つのコポリマーとから形成された少なくとも１つのポリマーからなる混合物等の
、熱可塑性の性質を有する全ての材料である。
【００３５】
　本発明の極めて好適な実施形態によれば、使用される熱可塑性材料はポリエチレンまた
はポリプロピレンである。本発明の別の好適な実施形態によれば、特にカプセル部材の溶
接（例えば超音波溶接）が好適とされる場合にポリスチレンを使用することができる。例
えば極めて薄いカプセル壁部が必要である場合には、ポリアミドが好適である。幾らか“
軟質の”性質に調節し得るためには、例えばシリコンを使用することもできる。
【００３６】
　個別のモノマーからなるポリマー（熱可塑性材料）の非限定的な例には：ポリスチレン
、特にポリエチレンおよびポリプロピレン等のポリオレフィン、ポリアクリレート、ポリ
メタクリレート、ポリイミド、ポリカーボネート、ポリエーテルスルホン、ポリアミド、
ポリエステル、およびポリ塩化ビニルが含まれる。コポリマーの非限定的な例には：エチ
レン・アクリレート、改質されたポリマーおよび無水マレイン酸コポリマー、ならびにグ
ラフトコポリマーが含まれる。コポリマーあるいは混合物を使用する場合は、（少なくと
も）１つの共通する化学モノマー単位を有するモノマーあるいはポリマーからなる組合せ
の使用が好適である。例えば、直鎖状低密度ポリエチレン（ＬＬＤＰＥ）、低密度ポリエ
チレン（ＬＤＰＥ）、およびエチレン酢酸ビニル共重合体（ＥＶＡ）を含んだ熱可塑性材
料を使用することができ、その際各成分がエチレンをモノマー単位として有している。
【００３７】
　本発明の一実施形態によれば、ポリマー化合物はエラストマを含んでいないか、あるい
は極少量しか含んでいない。それによって、医薬用化合物を放出するためにカプセル壁部
に形成された開口部再閉鎖現象が多くの場合大幅に低減されることが判明した。しかしな
がら別の実施形態によれば、ポリマー化合物が少なくとも１つのエラストマを含み、ここ
でも吸着剤を含んだポリマー化合物の性質が医薬用化合物の一次包装および放出に対して
極めて好適なものとなる。このエラストマは例えば、スチレン・ブタジエンゴム（ＳＢＲ
）、スチレン・エチレン・ブタジエン・スチレン・コポリマー（ＳＥＢＳ）、ブチルゴム
、エチレン・プロピレンゴム（ＥＰＲ）、エチレン・プロピレン・ジエン・モノマーゴム
（ＥＰＤＭ）、エチレン酢酸ビニル共重合体（ＥＶＡ）およびブタジエン・アクリロニト
リルからなる一群の中から選択することができる。
【００３８】
　好適な材料は、射出成形あるいは吹込み成形によって加工可能な樹脂である。加えて、
その加工に際して充填物を壁部上に付着させるよう作用する離型剤が不要となるような樹
脂が好適である。それによって、一次包装材料に対する離型剤の使用を制限した法規制に
適応するために容器の内部の離型剤を洗浄する必要が無くなるという利点が得られる。
【００３９】
　好適な実施形態によれば、ポリマー化合物は５ないし８５重量％の少なくとも１つのポ
リマー、特に少なくとも１つの熱可塑性材料と、５ないし８５重量％の少なくとも１つの
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吸着剤を含むか、あるいはそれらから形成することができる。
【００４０】
　熱可塑性材料および吸着剤の相対濃度は、使用される熱可塑性材料と使用される吸着剤
の関数として、好適には所与の範囲内において変化することができる。極めて好適な実施
形態によれば、吸着剤－ポリマー化合物がポリエチレン、特に高密度ポリエチレン（ＨＤ
ＰＥ）と約２０ないし５０重量％、特に２０ないし４０重量％の少なくとも１つの粒子状
吸着剤あるいは脱水剤を含んでいる。
【００４１】
　吸着剤はいずれも最大２％の篩残留物で測定して５０μｍ未満、特に４０μｍ未満、特
に好適には２５μｍ未満の最大粒子大を有するものとすることが好適である。レーザ回折
法（マルバーン社製、製造者の指示に従い、空気中で実施）によって測定した平均粒子大
は、約０．５ないし５０μｍ、特に０．５ないし４０μｍ、さらに好適には１ないし２０
μｍ、特に好適には１ないし１０μｍとなることが好適である。
【００４２】
　極めて好適な実施形態によれば、カプセル壁部の壁厚は少なくともその一部分において
約０．０５ないし２ｍｍ、特に約０．１ないし１．１ｍｍ、特に好適には０．１ないし０
．５ｍｍとなる。通常そのような壁厚によって本発明に係るカプセル内の作用物質調合物
の充分な安定性が達成されるとともに、効果的な放出特性が可能になることが判明した。
【００４３】
　加えて、本発明の好適な実施形態によれば、カプセル壁部の壁厚に対する吸着剤の最大
粒子大の比が０．０１ないし０．２、特に０．０２ないし０．１とするべきであることが
判明しており、その理由はそれによって作用物質調合物の極めて良好な放出特性と同時に
極めて有効な安定性が達成されるためである。
【００４４】
　本発明の極めて好適な実施形態によれば、少なくとも１つのポリマーと少なくとも１つ
の吸着剤を有する基礎混合物が、このポリマー（熱可塑性材料）を加熱して溶融物を生成
し、吸着剤（未だ実施していない場合）およびその他の一般的な添加剤を付加して混合す
る一般的な方式で製造され、その後混合物を顆粒に変換してその形態で貯蔵することがで
きる。この顆粒を、例えば押出し成形、あるいは特に射出成形によって所要の構造体（カ
プセル）を形成するために使用することができる。
【００４５】
　本発明の好適な実施形態によれば、前記少なくとも１つの吸着剤が、カプセル壁部の厚
みにわたって均等に、あるいはこの少なくとも１つの吸着剤を有するポリマー化合物から
形成された部材の厚みにわたって均等に分散される。この実施形態において、ポリマー化
合物をモノリシックと見ることができる。
【００４６】
　本発明の別の好適な実施形態によれば、前記少なくとも１つの吸着剤がカプセル壁部あ
るいはポリマー化合物の表面近傍に内部の領域に比べて高い濃度で存在する。従って使用
されるポリマー化合物はカプセルの表面上の移行帯と内部領域とを少なくとも有し、ここ
で前記移行帯内における前記少なくとも１つの吸着剤の最大濃度が前記内部領域内におけ
る前記少なくとも１つの吸着剤の最大濃度の少なくとも２倍となる。このことは、多くの
場合においてカプセル壁部の防護機能の観点から好適である。この種のポリマー構造は、
例えば国際特許出願ＰＣＴ／ＦＲ０３／０３４６５号明細書あるいはＰＣＴ／ＩＢ２００
４／００４４０３号明細書に記載されている。この点に関してのそれらの開示は、本明細
書において参照に組み入れられる。
【００４７】
　しかしながら本発明の一実施形態によれば一般的に、例えば米国特許第５４３２２１４
号明細書、米国特許第５９１１９３７号明細書、米国特許第４６６５０５０号明細書、欧
州特許第０４３２４３８号明細書、あるいは欧州特許第０４００４６０号明細書に記載さ
れているように、その他の任意の吸着剤－ポリマー化合物を本発明の枠内において使用す
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ることができる。それらの該当する開示も、本明細書において参照に組み入れられる。
【００４８】
　前述したように、使用される吸着剤－ポリマー化合物は、繊維、安定材、染料、色素、
膨張材、あるいはそれらの組合せ、あるいはその他の樹脂加工技術によって知られている
補助剤等の（既知の）有機あるいは無機補助剤（添加剤）を含むことができる。これらの
追加的な成分の量は最低分量に抑制することが好適である。好適な実施形態によれば、吸
着剤－ポリマー化合物は、特に例えばポリアクリレートからなる高吸着性繊維等の少なく
とも１つの吸着性繊維成分を含んでいる。本発明の別の実施形態によれば、ポリマー化合
物内に吸着性の繊維を含んでいる（吸湿繊維は全く使用されない）。
【００４９】
　好適な実施形態によれば、脱水性の樹脂が医化学成分、特に肺に流入する大きさを有す
る粒子に対しての顕著な付着性は有しておらず、従って吸入装置内におけるこの容器の使
用に際してカプセルの内容物全量を放出することができる。それによって、特に医薬用調
合剤の肺に流入する微細成分の正確な配量が補償される。
【００５０】
　考えられるポリマー化合物あるいはその加工に関してのその他の定義は、前述した従来
の技術、特に欧州特許出願公開第０５９９６９０号Ａ明細書およびＰＣＴ／ＩＢ２００４
／００４４０３号明細書を引用することができる。
【００５１】
　一実施形態において、容器壁部が異なった組成のポリマー／吸着剤を有する領域群を含
むことができる。これは例えば複数の異なった部材から形成されるカプセルに使用される
。
【００５２】
　いくつかの実施例において、カプセル壁部は１つの内側層とその上に配置された少なく
とも１つの外側層の、少なくとも２つの層から形成される。その際内側層は中空部に直接
接する壁部を形成し、従って吸入化合物と接触する。この場合両方の層のうちの一方が吸
着剤を有するポリマー化合物からなり、他方の層が薬学的に中立の材料からなるものとす
ることができる。最も外側の層が湿気に対する第１の防護を形成し、中間の層は吸着剤を
有するポリマーからなり、内側層が薬学的に中立の材料から形成される、サンドイッチ構
造も可能である。その他の層順序も可能である。好適な薬学的に中立の材料は当業者にお
いて周知であり、（本発明に従って使用される少なくとも１つの吸着剤を有するポリマー
化合物の他に）例えばポリエチレン、ポリプロピレン、あるいはポリスチレン等のポリマ
ーまたは樹脂を含んでいる。
【００５３】
　ここで、個々の層の材料は、それらが成分的に互いに結合されないもの、あるいはそれ
らが成分的に互いに結合されるものとなるように選択することができる。
【００５４】
　さらに別の実施形態によれば、容器の壁部に外側から吸着剤を含んだポリマー化合物が
塗付され、それによって閉鎖されたシール表面が形成される。この方式は、吸着性、特に
脱水性の層を塗付することによって、空洞部の壁部内に場合によって存在し得る継目を封
鎖し得るという利点を有する。この実施形態は特に二分割式のカプセルにおいて好適であ
る。
【００５５】
　本発明において好適なカプセルは二分割式カプセルである。この種のカプセルは、抜差
し接手式に相互に差込み可能な２つの部材、すなわち互いに結合可能なカプセル本体（本
体）とカプセル蓋部材（蓋部材）からなり、定義された容積からなる安定的で閉鎖された
中空部が形成され、その中に医薬用調合剤が収容される。カプセルの寸法は、既存のカプ
セルを装着する粉末吸入装置に適用し得るようなものとなる。
【００５６】
　極めて好適な実施形態によれば、カプセルの蓋部材と本体が円形の断面からなるシリン
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ダ形状と略半球型の閉鎖された端面を有している。
【００５７】
　好適な実施形態において、カプセルは６０ないし８０、特に６５ないし７３のショアー
硬度Ｄを有する脱水性の樹脂から形成される。
【００５８】
　この種のカプセルは、縦軸あるいは横軸に沿って１０Ｎ、より好適には１５Ｎまでの力
に耐久し得るように安定したものとされる。その利点は、カプセルが、製造、充填、梱包
、搬送等に際してこのカプセルにかかる条件に良好に適応できることである。
【００５９】
　好適な実施形態において、カプセルの蓋部材と本体が、閉鎖された外被部とそれぞれ１
つの閉鎖端部と１つの開放端部からなる、互いに類似したシリンダ形状によって形成され
る。その際蓋部材と本体の形状およびサイズは、本体の開放端部を抜差し接手式に蓋部材
の開放端部内に挿入しそこで蓋部材と本体を固定的に結合することが可能となるようなも
のとされる。
【００６０】
　特定の実施形態においては、暫定的および／または最終的なカプセルの封鎖に際して効
果的である、封鎖機構を蓋部材と本体が備えている。この種の実施形態において、蓋部材
の内面上に点状の突起部が設けられ、本体の外被上に幾らか大きな点状の窪み部が設けら
れ、カプセルの封鎖に際して前記突起部が前記窪み部内に嵌合するようにそれらが配置さ
れる。それに代えて、本体の外被上に突起部を形成し、蓋部材の内面上に窪み部を形成す
ることも可能である。突起部あるいは窪み部がいずれも環状あるいは螺旋状に外被／内面
の周りに配置される構成が好適である。点状の突起部および窪み部の構成に代えて、蓋部
材あるいは本体の外被／内面上を連続的かつ環状に周回するものとしてそれらを構成する
ことも可能である。
【００６１】
　一実施形態において、蓋部材の内面上および本体の外被上を環状に周回する１つあるい
は複数の突起部が、カプセルが閉鎖された状態において蓋部材の突起部がいずれも本体の
突起部と隣接して存在するように形成される。
【００６２】
　前記の環状窪み部および／または突起部を有する実施形態において、それらは連続的な
ものあるいは途中で分断されたものとすることができる。別の実施形態においては、本体
の外周面上の開放端部の近傍に突起部が形成され、蓋部材の開放端部近傍に孔部が形成さ
れ、それらはカプセルが閉鎖された状態において前記本体の突起部が蓋部材の孔部内に嵌
合するように形成される。その際前記突起部は、蓋部材を破壊せずに随時カプセルを開放
し得るようにするか、一度カプセルを封鎖した後は非破壊で再び開放することは不可能な
ようなものにすることができる。
【００６３】
　別の実施形態において、蓋部材と本体の間の接続軸に対して垂直に本体の周りを環状に
周回する隆起部が形成される。この隆起部は蓋部材のストッパとして機能し、蓋部材が本
体上に差し付けられる際にこの蓋部材と本体の間の突き破りが防止される。本体の開放端
部と前記隆起部の間の領域が蓋部材によって被覆される本体の領域に相当する。隆起部は
、蓋部材と本体の間の固定的な結合を達成するために蓋部材が本体上に充分に深く差し込
まれるように配置される。すなわち前記隆起部は、例えば本体の開放端部の直近に存在す
ることはない。本体の開放端部側に向いている隆起部の側面は本体の外面上に垂直な縁面
として突立しており、それによって蓋部材が結合に際してその隆起部を越えて前方に押込
まれることがないようにされる。本体の閉鎖端部側を向いた前記隆起部の側面は、略垂直
の縁面を形成するものか、あるいは本体の閉鎖端部に向かって斜めに延在するものにする
ことができる。前記略垂直の縁面の形状はカプセルをカプセルホルダ内に緩く留め付ける
際に好適であり、斜めに延在する隆起部の構成例は固定的な留め付けに際して好適である
。その隆起部は連続したもの、あるいは途中で分断されたものとすることができる。
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【００６４】
　好適な実施形態において、前記隆起部は本体の閉鎖端部まで連続して傾斜し、本体の開
放端部側に向いた側面がカプセル本体に対して垂直に突立している。その際形成された縁
部の高さは、カプセルが閉じられた状態において前記縁部がカプセル蓋部材を越えて突出
しないようなものとなされ、従ってカプセル蓋部材とカプセル本体の間の接続領域が平坦
なものとなる。
【００６５】
　蓋部材と本体の壁部の厚みは全体にわたって変化するものとすることができる。すなわ
ち壁厚は通常、蓋部材あるいは本体の丸み付けられた領域または隆起部が形成される本体
の領域内において、壁部が直線的に延在する領域に比べて大きくなっている。一実施形態
において、蓋部材および本体の壁部は０．１ｍｍないし０．５ｍｍの厚みを有している。
【００６６】
　別の実施形態においては、カプセルの外面上にノブが形成され、別のものにおいてはカ
プセルの縦軸に平行に延在する３本あるいはそれより多いリブが設けられている。この構
造の利点は、例えば前述した粉末吸入装置内のカプセルホルダから、破損あるいは切開さ
れることが無いようにカプセルを取り出せることである。前記リブあるいはノブはカプセ
ルの外面全体にわたって延在するか、あるいはその一部のみを被覆するものとすることが
できる。それに代えて、蓋部材上のみ、あるいはカプセルが閉じられた状態において外部
に露出している本体の領域内のみに形成することもできる。前記リブはカプセルの縦軸に
平行に延在し、前記カプセルホルダ内にカプセルが垂直に固定されるように作用する。カ
プセルが円形の断面を有する場合、カプセルの断面が中央軸に関して回転対称形にならな
いようにリブを配置することが好適である。そのような実施形態において、カプセルが閉
じられた状態において外部に露出している本体の領域内のみにリブを形成することができ
る。この種の実施形態によって、カプセルがカプセルホルダ内に引っ掛かることが防止さ
れる。
【００６７】
　隆起部は備えていないがカプセルが閉じられた状態において外部に露出している本体の
領域内にリブを備えている実施形態において、本体の開放端部側に向いたリブの末端が前
記隆起部の機能、すなわち蓋部材を本体と接合した際に蓋部材のストッパとしての機能を
満たすように形成される。
【００６８】
　別の実施形態において、蓋部材と本体の外被部が円形、楕円形、三角形、四角形、六角
形、八角形、あるいはより多角形の断面を有する中空シリンダを形成し、いずれもその上
面が開放、下面が閉鎖されている。閉鎖された下面は平坦あるいは凸型とすることができ
る。多角形の実施形態は、例えばスペースを節約しながら設置できるという利点を有して
いる。
【００６９】
　一実施形態においてカプセルの伸長（直径と比較した、閉鎖されたカプセルにおける本
体の閉鎖端部から蓋部材の閉鎖端部までの距離）は１より大きくなり、別の実施形態にお
いてはその伸長が１となり、さらに別の実施形態において伸長は１より小さくなる。最後
のものは、本体が充填のために大きな開口を備えるという利点を有する。伸長が１である
実施形態において、蓋部材と本体は閉鎖されたカプセルが球形状を有するようなものとな
り、これは吸入装置に予備タンクから自動的にカプセルを装填する際に好適なものとなる
。
【００７０】
　充填され閉鎖された状態のカプセルに対して蓋部材と本体の間のより良好な密封性をも
たらすために、蓋部材と本体の間の継目を封鎖するために溶接、接着、あるいは帯締めす
ることができ、それによって水蒸気に対する脆弱性が大幅に低減される。蓋部材と本体の
溶接が特に好適である。これに代えて、蓋部材全体を連続した保護フィルムによって被覆
することもできる。これは本発明に従った好適な材料とすることができる。この場合、カ
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プセル自体は吸着剤を含まない材料とすることができる。
【００７１】
　別の実施形態においては、隙間を充填材によって閉鎖することができる。この種の隙間
の充填に適した充填材としては、メタクリル酸およびメタクリル酸エステルをベースにし
たポリマー系のＥＵＤＲＡＧＩＴ等の医薬用に使用可能な充填材が適している。この種の
充填材は、特に幾らか揮発性の適宜な溶媒による溶液あるいは懸濁液として隙間内に塗付
することができる。
【００７２】
　この種のカプセルは、例えばハンディハラー（Ｒ）、スピンハラー（Ｒ）、ロータハラ
ー（Ｒ）、アエロライザ（Ｒ）、フローキャップス（Ｒ）、ターボスピン（Ｒ）、エアＤ
ＰＩ（Ｒ）、オービタル（Ｒ）の商標名で知られている、および／または独国特許第３３
４５７２２号明細書、欧州特許第０５９１１３６号明細書、独国特許第４３１８４５５号
明細書、国際公開第９１／０２５５８号パンフレット、仏国特許第２１４６２０２号Ａ明
細書、米国特許第４０６９８１９号Ａ明細書、欧州特許第６６６０８５号明細書、米国特
許第３９９１７６１号明細書、国際公開第９９／４５９８７号パンフレットに記載されて
いるような吸入装置用の、本発明に係る種類の好適な容器とされる。
【００７３】
　好適な発明は、粉末状の医薬品の吸入用の吸入装置と特に丸み付けられた端部を有する
シリンダ形状の二分割式カプセル等の本発明に係るカプセルとの組合せ体に関するもので
あり、その際前記吸入装置は、ａ）外被中に互いに対向する少なくとも２つの窓を備え開
口部の縁部上に第１のヒンジ要素を有する、上方に向かって開口した器型の下部材と、ｂ
）前記下部材の開口部を遮蔽するとともに第２のヒンジ要素を備えている板部材と、ｃ）
カプセルを収容するためのものであって、前記板部材の前記下部材に向いた側の板部材平
面に対して垂直に形成されるとともにその上にバネに対向して可動式である、２本の鋭敏
な針を備えたヘッドが設けられている吸入室と、ｄ）口内挿入管および第３のヒンジ要素
を備えた上部材と、ｅ）第４のヒンジ要素を備えた蓋部材を有していて、前記下部材、板
部材、上部材、および蓋部材のヒンジ要素が互いに結合されることを特徴とする。ここで
、ハンディハラー（Ｒ）の商標の吸入装置が好適である。
【００７４】
　本発明のさらに別の側面は少なくとも１つの前述したカプセルを含んだ二次包装材に係
り、この二次包装材が好適には非透湿性であるとともにさらに好適には少なくとも部分的
にアルミニウムフィルムからなる（例えばブリスタ）。
【００７５】
　本発明のさらに別の側面は、吸入可能な医薬品調合物の乾燥に関する。本発明に係るカ
プセルは、カプセル内への湿気の侵入を防止または抑制する能力を有していて、従ってこ
のカプセルによって吸入可能な医薬用調合物を乾燥状態で保持する方法が達成されるだけ
でなく、本発明に係るカプセルによって少量の残留湿分を有している吸入可能な医薬用調
合物を乾燥させ得ることが判明した。ここで、５０ｍｇまで、特に３０ｍｇまで、さらに
好適には１５ｍｇまで、特に好適には１０ｍｇまでの分量の医薬用調合物が好適である。
湿度は、例えば調合物の５重量％までとすることができる。以上の数値提示はサイズ３号
のカプセルに関するものである。このカプセルサイズならびにその他の好適なカプセルサ
イズについては実施例において詳細に説明する。
【００７６】
　さらに本発明の別の側面は、前述した（少なくとも１つの吸着剤を含んだ）ポリマー化
合物の前述したカプセルを製造するための適用方法に関する。
【実施例】
【００７７】
　サイズ３号のカプセルを以下のように製造した：
　吸着剤－ポリマー化合物は、６７重量％の高密度ポリエチレン（ＨＤＰＥ）と、３重量
％のＥＶＡ（エラストマ）と、３０重量％の合成ゼオライト（分子篩４Ａ、最大粒子大２
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０μｍ）を含んでいる。まず手動でＨＤＰＥとＥＶＡの予備混合物を形成した。これを二
軸式押出し成形機中で合成ゼオライトと混合した。その化合物を顆粒状態に加工した。そ
の顆粒は、直ぐに後続の加工を行わない場合は、湿気を防止するためにアルミニウム袋材
内に封入して貯蔵することができる。その顆粒を射出成形によってサイズ３号のカプセル
に加工し、その際ＭＦＩ（メルトフローインデックス）を約１８に設定し、０．６ｍｍの
射出管を使用した。二番目の方式においては、吸着剤－ポリマー化合物は、６６重量％の
高密度ポリエチレン（ＨＤＰＥ）と、３重量％のＥＶＡ（エラストマ）と、３０重量％の
合成ゼオライト（分子篩４Ａ、最大粒子大２０μｍ）と、追加的に１重量％の合成ポリア
クリレート高吸水性繊維を含んでいる。
【００７８】
　得られたカプセルに５．５ｍｇの対湿脆弱調合物を充填して、その後カプセル上部材お
よび下部材を互いに溶接した。そのようにして製造されたカプセルを露出状態、すなわち
その他の二次包装材を設けることなく４０℃の温度および７５％の湿度で貯蔵した。異な
った経過時間後に、吸入可能な粒子成分（５μｍ未満の空気流動性のサイズを有する粒子
の割合）を、粉末吸入装置による放出に際して測定した。粉末吸入装置としてハンディハ
ラー（Ｒ）型の装置（国際公開第９４／２８９５８号）を使用し、吸入可能な割合はカス
ケードインパクタを使用して３９ｌ／分の流速において測定した。
【００７９】
　結果として、分子篩を付加することなく従来の材料から形成されたカプセル内の調合物
の“使用時安定性”が１日であったものが少なくとも９日延長され得ることが判明した“
使用時安定性”とは、カプセルを包装材（例えばブリスタ包装材）から取り出してから吸
入作業に際してのカプセルの使用までの時間間隔であると理解される。この時間間隔の間
カプセルは、その中に含まれている作用物質を例えば湿気に対して保護するために充分な
安定性を有する必要がある。このことは特に、複数回投与式吸入装置において大きな意味
を有している。
【００８０】
　本発明に係るカプセルは以下のサイズとすることが好適である：
ａ）　カプセル本体の長さ：２２．２±０．４６ｍｍ；２０．２２±０．４６ｍｍ；２０
．９８±０．４６ｍｍ；１８．４±０．４６ｍｍ；１６．６１±０．４６ｍｍ；１５．２
７±０．４６ｍｍ；１３．５９±０．４６ｍｍ；１２．１９±０．４６ｍｍ；９．３±０
．４６ｍｍ。
ｂ）　カプセル蓋部材の長さ：１２．９５±０．４６ｍｍ；１１．７４±０．４６ｍｍ；
１１．９９±０．４６ｍｍ；１０．７２±０．４６ｍｍ；９．７８±０．４６ｍｍ；８．
９４±０．４６ｍｍ；８．０８±０．４６ｍｍ；７．２１±０．４６ｍｍ；６．２±０．
４６ｍｍ。
ｃ）　カプセル本体の外径：９．５５ｍｍ；８．１８ｍｍ；７．３６ｍｍ；７．３４ｍｍ
；６．６３ｍｍ；６．０７ｍｍ；５．５７ｍｍ；５．０５ｍｍ；４．６８ｍｍ。
ｄ）　カプセル蓋部材の外径：９．９１ｍｍ；８．５３ｍｍ；７．６６ｍｍ；７．６４ｍ
ｍ；６．９１ｍｍ；６．３５ｍｍ；５．８３ｍｍ；５．３２ｍｍ；４．９１ｍｍ。
ｅ）　閉じたカプセルの全長：２６．１±０．３ｍｍ；２３．３±０．３ｍｍ；２４．２
±０．３ｍｍ；２１．７±０．３ｍｍ；１９．４±０．３ｍｍ；１８．０±０．３ｍｍ；
１５．９±０．３ｍｍ；１４．３±０．３ｍｍ；１１．１±０．３ｍｍ。
ｆ）　カプセル容積：１．３７ｍｌ；０．９５ｍｌ；０．７８ｍｌ；０．５０ｍｌ；０．
３７ｍｌ；０．３０ｍｌ；０．２１ｍｌ；０．１３ｍｌ。
【００８１】
　次に、本発明について添付図面を参照しながら、さらに詳細に説明する。
【００８２】
　図１には、本発明に係るカプセル１の最も単純な実施形態の断面が示されている。カプ
セル１は、抜き差し接手式に互いに差し込まれた蓋部材２と本体３とから形成されている
。蓋部材２と本体３はいずれも同様な形状を有していて凸型の下面４を備えている。
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【００８３】
　図２ａには、カプセル１の本体３上にその本体３の閉鎖端部に向かって先細となってい
る隆起部５が形成された実施形態の断面が示されている。この隆起部５は本体の開放端部
に向いた側において本体に対して略垂直に突立している。そのように形成された縁部によ
って、蓋部材２を抜き差し接手式に差し込むことができる本体３の領域が制限される。
【００８４】
　別の実施形態が図２ｂに示されている。この断面によって、この実施例が図２ａに示さ
れた実施例に対して、蓋部材２あるいは本体３の壁厚が全体的に均一に形成されておらず
、個々の部分領域ごとに変化する点において異なっていることが示されている。加えて、
蓋部材あるいは本体の凸型の下面４がそれぞれ凹型の頂点部を有している。図２ｃおよび
図２ｄには、内面６上に隆起部を備えたカプセル蓋部材が示されている。図２ｅには、そ
の壁厚によって図１、図２ａおよび図２ｂの実施例とは異なったものである、カプセル本
体の別の実施例が示されている。
【００８５】
　図３には、隆起部５が本体の上方側ならびに下方側両方においてその本体に対して略垂
直に突立している実施例が示されている。
【００８６】
　図４の実施例は、図２ａの実施例をさらに発展させたものであり、カプセル１をさらに
良好に封鎖するために蓋部材２あるいは本体３内に環状の窪み部あるいは突起部６ないし
７が形成されている。
【００８７】
　図５には、図４において断面で示された実施例の前面が示されている。
【００８８】
　図６は、点状の窪み部８および９を有する本発明の別の変更例を示した前面図である。
【００８９】
　図７には、カプセル１の変更例が示されており、本体３上の開放端部近傍に突起部１０
が形成され、蓋部材２の開放端部の近傍に孔部１１が形成され、それらはカプセルが封鎖
された際に前記突起部１０が孔部１１に嵌合するように設けられている。
【００９０】
　図８には、本体３上にリブ１２を有しているカプセル１の実施例が外面図として示され
ている。
【００９１】
　前記の図面に示されているカプセルは、一実施例において本発明に係る材料、特に脱水
剤を含んだポリエチレンから形成することができる。別の実施例においてはカプセルをポ
リマーから形成し、その後前記の材料を被覆する。さらに別の実施例においては、カプセ
ルにさらにその後アルミニウムフィルム等の金属フィルムが貼り付けあるいは積層化され
る。
【図面の簡単な説明】
【００９２】
【図１】本発明に係るカプセル１の最も単純な実施例を示した断面図である。
【図２ａ】カプセル１の本体３上にその本体３の閉鎖端部に向かって先細となっている隆
起部５が形成された実施形態を示した断面図である。
【図２ｂ】別の実施例を示した断面図である。
【図２ｃ】内面上に隆起部を備えたカプセル蓋部材を示した断面図である。
【図２ｄ】内面上に隆起部を備えたカプセル蓋部材を示した断面図である。
【図２ｅ】カプセル本体の別の実施例を示した断面図である。
【図３】本発明のさらに別の実施例を示した断面図である。
【図４】本発明のさらに別の実施例を示した断面図である。
【図５】図４の実施例の前面図である。
【図６】点状の窪み部８および９を有する本発明の別の変更例を示した前面図である。
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【図７】カプセル１の変更例を示した断面図である。
【図８】カプセル１の別の実施例を示した側面図である。

【図１】 【図２ａ】
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【図２ｂ】 【図２ｃ】

【図２ｄ】 【図２ｅ】
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【図３】 【図４】

【図５】 【図６】
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【図７】 【図８】
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